
東京の区からみた大阪都構想
前中野区長 田中大輔

要点

１．東京の特別区とは全く違う大阪特別区。遥かに進んだ自治体を実現する

２．大阪都構想の実現は東京の区にとって、大きく変わるきっかけになり得るインパクト

３．しかし、これまで誰も考え付かなかった新しい試み。道のりはまだ平坦ではなさそう

４．大阪のポテンシャルを最大限に引き出す新たな都をつくれるか

５．身近な自治体である区の良さや魅力を市民にどれだけ伝えられるか



大阪と東京 特別区の比較
大阪 東京

区の数 4 23

沿革 府市の再編
24の行政区を統合再編 戦前の行政区から移行

人口 60～75万人 ６～90万人

区の事務権限 中核市を基本に政令市・府の一
部の事務 一般市並みプラス保健所設置市

市権限の内、府・
都の権限となるも
の

現府・市が行っている広域事務
の内、列挙するもの（限定列
挙）

大都市行政の一体性及び統一性
を確保する事務（概括規定で無
制限）

財源構成 個人市民税、市町村たばこ税、
軽自動車税等

個人市民税、市町村たばこ税、
軽自動車税等

財政調整の財源
法人市民税、固定資産税、特別
土地保有税、法人事業税交付金
相当額、地方交付税交付金相当
額

法人市民税、固定資産税、特別
土地保有税、法人事業税交付金
相当額

財調の配分率 区78.7％対府21.3％ 区55％対都45％

目的2税の取扱い 目的2税交付金として交付。実
績見合いで区53％対府47％

都市計画税のみ実績に関わらず、
都の予算で交付

交付金の特例 特別区設置から10年間、20億
円を加算 ―

都区協議会 4区長と府知事で構成。協議不
調に備え第3者機関を設置

8区長と都知事及び都知事が指
名する都職員7人で構成

議会定数 18から23。現大阪市会の各区
の定数を引き継ぐ

25から50。各区が条例で決めた
もの

地域自治組織
旧行政区に地域自治区・地域協
議会 特になし

事務分担① 中核市の事務 一般市の事務

同② 地域まちづくり、住民生活密
着の都市基盤整備等の事務 保健所設置市の事務

同③ 府や政令市の権限にかかる事
務のうち、住民に身近な事務 都から移譲された一部の事務

同④ 現大阪市の独自任意事務で府
に移行しない事務

府・都が担う事務大阪全体の成長、都市の発展、安全・安心に関わる事務
大都市行政の一体性及び統一性
確保のため必要な市の事務

一部事務組合① 介護保険事業、水道事業及び
工業用水道事業

特別区人事厚生事務組合（人
事・企画、法務、厚生施設、研
修、特別区教育委員会事務局）

同② 住民情報系７システムの管理 清掃一部事務組合

同③ 福祉施設13類型、市民利用施
設10類型、その他5類型 特別区競馬組合

同④ 未利用の大阪市保有財産の一
部管理

機関共同設置① 監査委員及び監査委員事務局

同② 心身障がい者リハビリテー
ションセンター

区以外を含む共同
処理① 水防事務組合（3組合） 都後期高齢者医療広域連合

同② 府後期高齢者医療広域連合

同③ 大阪広域環境施設組合（一般
廃棄物焼却処理事業等）

網掛け部分に注目!!。東京23区の自治権の貧弱さが
見える。大阪の特別区の新しさと難しさも見える

EnoshitaT
取り消し線



都（府）区の財源調整イメージ

◇東京＝住民税法人分・固定資産税・特別土地保有税

配分時 区側55％（厳しい算定） 都側45％

執行時 各区事業経費に充当 都事業全般の経費に充当

◇大阪＝住民税法人分・固定資産税・特別土地保有税・地方交付税交付金・法人事業税交付金

配分時 区側78.7％（算定） 都側２１．
３％

各区事業経費に充当 定められた
経費に充当執行時 府県事務の事業（府財源を充当）

【都（府）区財政調整制度】

【目的2税の取り扱い】
◇東京

都の予算により都市計画交付金を交付。
協議の対象外。事業実績に見合わず 目的税交付金として、実績見合いで特別区に交付

◇大阪

配分無し
全額都財源

都側の経費は使途の特定も積算もなく、区
民の財源の一部が区以外で使われている

定められた広域業務に使われ、積算内訳も明白

都市計画税 事業所税 都市計画税・事業所税



一般財源比較（住民一人当たり）

総 額
（百万円）

住民一人当たり
（万円）

税収等 1,319,536 14.2

都市計画交付金 19,452 0.2

特別区財調交付金 987,804 10.7

一般財源 計 2,326,792 25.1

※平成28年度決算数値
※人口は、東京23区が9273千人、大阪特別区が2691千人、
近隣中核市全体が2595千人。（平成27年国勢調査）

※近隣中核市は、組織体制の検討に用いられた６市（豊中、
高槻、枚方、東大阪、尼崎、西宮）。

東京特別区と遜色ない大阪特別
区の一般財源規模

東京23区 総 額
（百万円）

住民一人当たり
（万円）

税収等 249,632 9.3

目的税交付金 44,118 1.6

特別区財調交付金等 355,333 13.2

一般財源 計 649,084 24.1

大阪特別区

総 額
（百万円）

住民一人当たり
（万円）

税収等 470,378 18.1

地方交付税等 99,033 3.8

一般財源 計 569,411 21.9

（参考）
近隣中核市



①府と市が統合して、都と区をつくる…府も市も無くなる

広域も基礎もともに自治の構造を創りなおす
ダイナミックな広域自治体と機動的でキメ細かな基礎自治体

②広域司令塔機能を一本化…府市の力を結集して今までなかった新しい「都」への発展
府・市ともに多くの事業実績。二重行政の負の側面もあったが、成果も多くあった。ポテンシャルは大きい
二つの頭（首長）は一つになる。問題は、二つの体（府市）のポテンシャルを合体し、相乗効果を生み出すこと
広域司令塔機能を有効に保つガバナンス力を持てるか否か
首長は象徴であり、決断する機能。頭脳は組織の中にある。市と府の頭脳を合わせて、より優秀な頭脳集団をつくる

理念・組織・行動を司るマネージメントのシステムが何より重要
府・市の両組織を合体させた新たな組織のマネージメント体制の構築が急がれる
マネージメントは科学であり、論理的整合性が裏付け。マネージメントの論理構築を急ぐべし

③身近な自治機能を充実強化…都と連携して機能する特別区の確立
首長のスパン・オブ・コントロールが全ての前提であり、今示されている根拠は「ニア イズベター」のみ。
様々な大きさの自治体は既に存在する。50万人～70万人は充分に大都市。
「ニアイズベター」仮説の検証が第1。

近さだけでなく規模論の検証も必要。規模のメリット・デメリット。 地域自治組織の効果も含め、
「大きくても身近で小回りの利く」自治のあり方を確立するべし

「『副首都・大阪』にふさわしい 新たな大都市制度の実現」大阪都構想の視点
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